
●携帯電話代 

 29万 6634円 

  本来個人で負担するべき 2016 年 5 月利用分から

2018年 12月利用分までの携帯電話代計 29 万 6634

円を JR東労組水戸地本に負担させていた。 

 

●駐車場代 

 40万円 

 

2016 年 7 月から 2018 年 1 月まで、個人の駐車場代

計 40万円を JR東労組水戸地本に負担させていた。 

 

●所得税 

 9万 8200円 

 

 2017年分の個人の所得税を JR東労組水戸地本に

負担させていた。 

 

●通勤定期代 

 31万 1040円 

 中央本部から誤って振り込まれた 6 カ月分の通勤定期代

を、返金することなく JR東労組水戸地本に組合費で返金

させていた。 

●賃貸契約の更新料 

 11万 3000円 

個人で契約している賃貸物件の 2017 年から

の 2 年間の更新料を JR 東労組水戸地本に負担さ

せていた。 

 

全部自分で払うもの

じゃないの！？ 

こんなことが許されるのか！？ 

JR東労組の大事な組合費は個人の物ではない！！ 

 

 

 

 

 

中央本部は、元 JR 東労組水戸地本執行委員長、元地本特別執行委員と水戸地本において主要な地位

に就いていた S 氏が、組合費の私的利用ともとれる事象によって、JR 東労組へ損害を与えたとして提訴を

しています。S氏により、組合費が一体何に使われていたのか、その一部を明らかにします！！ 
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元 JR東労組水戸地本委員長 S氏により 

使い込まれた組合費約 ！！ 

合計121万 8874円 

順次、裁判の内容を明らかにしていきます！！ 


